
　《平成２８年４月１日から、入院時の食事療養標準負担額が一部変わります。》

◎住民税課税世帯の方の食事療養標準負担額（食事代）が

《平成２８年４月１日～》 １食につき　２６０円→３６０円　に

《平成３０年４月１日～》 １食につき　３６０円→４６０円　に　変更となります。

ただし、指定難病の方は、　１食につき　２６０円　に　据え置かれます。

入院した時の食事代など

●療養病床以外に入院したとき ●療養病床に入院したとき

　区分Ⅰ

　※１　都道府県の発行する指定難病の医療受給者証をお持ちの方

　※２　一部医療機関では４２０円

　　　（１）　住民税非課税世帯の方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの場合の食事療養

　　　　　標準負担額（食事代）は、現行どおりの負担額となります。

　　　（２）　指定難病の方は、都道府県の発行する医療受給者証を医療機関へご提示ください。

　　　 　　　指定難病の医療受給者証については、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

　　　お問い合わせ

お住まいの市区町村窓口

または 北海道後期高齢者医療広域連合
　　℡０１１－２９０－５６０１

(食費)　１食につき１００円
(居住費)1日につき　　０円

《注意事項》

　区分Ⅱ
(食費)　１食につき２１０円
(居住費)1日につき３２０円

(食費)　１食につき１３０円
(居住費)1日につき３２０円

９０日を超える入院 １食につき　１６０円

　区分Ⅰ １食につき　１００円

老齢福祉年金を
受給されている方

区分Ⅱ

９０日までの入院 １食につき　２１０円

指定難病の方 １食につき　２６０円

区　　分 食事療養標準負担額 区　　分 生活療養標準負担額

住民税課税世帯
(食費)　１食につき４６０円
(居住費)1日につき３２０円住民税課税世帯 上記◎のとおり

後期高齢者医療の被保険者のみなさまへ 
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